
三重県産再エネ電⼒利⽤促進事業（事業者向け）に参加する⼩売電気事
業者を募集します

 三重県では、県内の太陽光、風⼒等の再⽣可能エネルギーによって発電された電⼒（三重県産再エネ電
⼒）の県内における利⽤拡⼤を図るため、⼩売電気事業者が提供する三重県産再エネ電⼒プランを周知する
とともに、県内事業者等による三重県産再エネ電⼒の利⽤を促進する「三重県産再エネ電⼒利⽤促進事業
（事業者向け）」を実施します。
 この事業を実施するにあたり、県と連携して県内事業者等に三重県産再エネ電⼒の販売を促進する⼩売電
気事業者を募集します。
 なお、この事業は、⼩売電気事業者を公募し、三重県産に特化した再エネ電⼒の利⽤を促進する点におい
て、全国初の取組となります。

１ 事業スキーム
❶ 県内再エネ発電所に由来する環境価値を活⽤した電⼒プランを提供できる⼩売電気事業者の参加を募り
ます。
❷❸ 県と参加した⼩売電気事業者（参加事業者）が連携して、県内の事業者、団体に利⽤を促します。
❹❺ 参加事業者と三重県産再エネ電⼒の需給契約を締結し、県に利⽤報告を⾏った県内事業者等に、県か
ら認定証を贈呈します。
❻ 利⽤する県内事業者等の取組への思いとともに、利⽤した感想や顧客、取引先の反応などをホームペー
ジ、セミナー等で公表、周知します。

２ 募集概要
（１）募集期間
  令和３年６⽉２５⽇（⾦）から随時募集
（２）応募⽅法
  三重県産再エネ電⼒利⽤促進事業（事業者向け）実施要綱に基づく参加申請書（第１号様式）を電⼦
メールにより提出してください。（送信後、必ず電話による受信確認をお願いします。）
（３）参加する⼩売電気事業者の要件等
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ア 次に掲げる要件をすべて満たすこと。
 ① 地⽅⾃治法施⾏令第167条の４の規定により⼀般競争⼊札の参加を制限されていないこと。
 ② 「三重県建設⼯事等資格（指名）停⽌措置要領」⼜は「三重県物件関係落札資格停⽌要綱」により、
競争⼊札の参加に関して指名停⽌を受けていないこと。
 ③ その他重⼤な法令違反がないこと。
イ 関係法令の遵守や適切な保守管理等が図られた三重県産再エネ電⼒を供給できること。
（４）参加の決定
  提出された参加申請書の内容を審査し、参加の可否について通知します。
（５）提出先・問い合わせ先
  三重県環境⽣活部地球温暖化対策課 担当︓窪⽥、喜多
  電 話︓０５９－２２４－２３６８
  メール︓earth@pref.mie.lg.jp

３ 今後のスケジュール（予定）
  ７⽉下旬 参加⼩売電気事業者の決定（第１回）
  ９⽉1⽇ 三重県産再エネ電⼒プランの販売開始
  10⽉上旬 三重県産再エネ電⼒利⽤事業者への認定証贈呈

４ 備考
 県では、令和元（2019）年12⽉に、2050年までに県域からの温室効果ガスの排出実質ゼロをめざす
「ミッションゼロ2050みえ 〜脱炭素社会の実現を目指して〜」を宣⾔し、県が率先して取り組む決意を
⽰しました。
 将来にわたって温室効果ガス排出の⼤幅削減を実現するためには、総排出量の約８割を占めるエネルギー
起源CO₂の削減が不可⽋であるため、令和３（2021）年３⽉に策定した「三重県地球温暖化対策総合計
画」をオール三重で推進するとともに、「ミッションゼロ2050みえ推進チーム」の枠組みによる検討テー
マの⼀つとして、エネルギーの地産地消をめざす取組について検討を進め、このたび本事業を実施すること
となりました。
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